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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体デバイスが、前記媒体デバイスと、前記媒体デバイスの所定の範囲内において検出
されるモバイルデバイスとの間の第１の通信セッションを行うことであって、前記第１の
通信セッションは、
　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスに承認コードを要求することであって、
前記承認コードは、ユーザ有効性確認プロセスにおいて前記モバイルデバイスのユーザ証
明に基づいて、プロバイダ承認サービスによって前記モバイルデバイスに対して提供され
る、要求することと、コンテンツサーバから認証を取得することと、
　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスから前記承認コードを受信することとを
含み、前記モバイルデバイスが、前記コンテンツサーバから前記認証を取得するための仲
介としての役割を果たし、前記コンテンツサーバは、映像コンテンツ及び音声コンテンツ
のうちの少なくとも一方を含むコンテンツのサービスを提供するように構成され、前記媒
体デバイスは、提供されるサービスに係る前記コンテンツを利用するように構成され、前
記モバイルデバイスと前記媒体デバイスとは、通信ネットワークにおけるエンドユーザデ
バイスである、第１の通信セッションを行うことと、
　前記媒体デバイスが、前記コンテンツサーバのプロバイダ承認サービスと第２の通信セ
ッションを開始することであって、前記第２の通信セッションは、前記媒体デバイスが、
前記承認コードを用いて前記プロバイダ承認サービスからトークンを取得することを含む
、第２の通信セッションを開始することと、
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　前記媒体デバイスが、前記コンテンツサーバと第３の通信セッションを開始することで
あって、前記第３の通信セッションは、前記トークンを利用して、前記媒体デバイスが、
前記コンテンツサーバからコンテンツを取得することを含む、第３の通信セッションを開
始することと、
　前記媒体デバイスが、前記トークンの期限が切れたと決定することと、
　前記媒体デバイスが、前記第３の通信セッションがアクティブである間に前記トークン
の期限が切れた場合に、前記トークンの期限切れに応答して前記トークンを更新すること
を自動的に試みることと、
　前記トークンの期限が切れ、前記第３の通信セッションがもはやアクティブではなくな
っている場合、前記トークンは期限が切れたままであり、前記媒体デバイスは、そのトー
クンを、前記コンテンツサーバからコンテンツを取得するために将来の通信セッション中
に用いることができず、前記トークンへのアクセスは、前記モバイルデバイスがオフライ
ンである場合、自動的に終了され、該終了することは、前記媒体デバイスが、前記モバイ
ルデバイスがもはや前記媒体デバイスの前記所定の範囲内において検出されない場合、ま
たは、前記モバイルデバイスと前記媒体デバイスとの間の接続が終了された場合、前記ト
ークンへのアクセスを自動的に終了することを含むことと、
　前記媒体デバイスが、前記トークンを更新することの試みを何回か失敗した後、前記第
３の通信セッションを自動的に終了することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記媒体デバイスは、グラフィカルユーザインターフェース表示領域がない、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記媒体デバイスが、前記トークンの前記期限切れに応答して前記第３の通信セッショ
ンを終了することをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記媒体デバイスへのユーザ入力なしに前記終了することが実施される、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記モバイルデバイスが、前記プロバイダ承認サービスに前記承認コードを要求するこ
とをさらに含む、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記媒体デバイス上で、前記コンテンツサーバによって提供されたコンテンツを提示す
るアプリケーションを実行することと、
　前記アプリケーションを実行する間、前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスにメ
ッセージを送信することと、をさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記コンテンツサーバは、音声サービスおよび視覚サービスのうちの少なくとも１つを
提供するリモートサーバである、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記媒体デバイスが、前記承認コードおよびクライアント識別子を用いて前記プロバイ
ダ承認サービスから前記トークンを取得する、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記媒体デバイスが、前記トークンを有する映像データ要求を前記コンテンツサーバに
送信することをさらに含む、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　媒体デバイスを含むシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、前記システムに、
　　前記媒体デバイスが、前記媒体デバイスの所定の範囲内において検出されるモバイル
デバイスと第１の通信セッションを行うことであって、前記第１の通信セッションは、
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　　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスに承認コードを要求することであって
、前記承認コードは、ユーザ有効性確認プロセスにおいて前記モバイルデバイスのユーザ
証明に基づいて、プロバイダ承認サービスによって前記モバイルデバイスに対して提供さ
れる、要求することと、
　　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスから前記承認コードを受信することと
を含む、第１の通信セッションを行うことと、
　　前記媒体デバイスが、コンテンツサーバのプロバイダ承認サービスと第２の通信セッ
ションを開始することであって、前記第２の通信セッションは、前記媒体デバイスが、前
記承認コードを用いて前記プロバイダ承認サービスからトークンを取得することを含み、
前記コンテンツサーバは、映像コンテンツ及び音声コンテンツのうちの少なくとも一方を
含むコンテンツのサービスを提供するように構成され、前記媒体デバイスは、提供される
サービスに係る前記コンテンツを利用するように構成され、前記モバイルデバイスと前記
媒体デバイスとは、通信ネットワークにおけるエンドユーザデバイスである、第２の通信
セッションを開始することと、
　　前記媒体デバイスが、前記コンテンツサーバと第３の通信セッションを開始すること
であって、前記第３の通信セッションは、前記トークンを利用して、前記媒体デバイスが
、前記コンテンツサーバからコンテンツを取得することを含む、第３の通信セッションを
開始することと、
　　前記媒体デバイスが、前記トークンの期限が切れたと決定することと、
　　前記媒体デバイスが、前記第３の通信セッションがアクティブである間に前記トーク
ンの期限が切れた場合に、前記トークンの期限切れに応答して前記トークンを更新するこ
とを自動的に試みることと、
　　前記トークンの期限が切れ、前記第３の通信セッションがもはやアクティブではなく
なっている場合、前記トークンは期限が切れたままであり、前記媒体デバイスは、そのト
ークンを、前記コンテンツサーバからコンテンツを取得するために将来の通信セッション
中に用いることができず、前記トークンへのアクセスは、前記モバイルデバイスがオフラ
インである場合、自動的に終了され、該終了することは、前記媒体デバイスが、前記モバ
イルデバイスがもはや前記媒体デバイスの前記所定の範囲内において検出されない場合、
または、前記モバイルデバイスと前記媒体デバイスとの間の接続が終了された場合、前記
トークンへのアクセスを自動的に終了することを含むことと、
　　前記媒体デバイスが、前記トークンを更新することの試みを何回か失敗した後、前記
第３の通信セッションを自動的に終了することと、を行う動作を実施させる命令を記憶す
るメモリと、を備える、システム。
【請求項１１】
　前記動作は、
　前記媒体デバイスが、前記トークンの前記期限切れに応答して前記第３の通信セッショ
ンを終了することをさらに含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　媒体デバイスとして構成されているコンピューティングデバイスのプロセッサによって
実行されるとき、前記コンピューティングデバイスに、
　前記媒体デバイスが、前記媒体デバイスの所定の範囲内において検出されるモバイルデ
バイスと第１の通信セッションを行うことであって、前記第１の通信セッションは、
　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスに承認コードを要求することであって、
前記承認コードは、ユーザ有効性確認プロセスにおいて前記モバイルデバイスのユーザ証
明に基づいて、プロバイダ承認サービスによって前記モバイルデバイスに対して提供され
る、要求することと、
　　前記媒体デバイスが、前記モバイルデバイスから前記承認コードを受信することとを
含む、第１の通信セッションを行うことと、
　前記媒体デバイスが、コンテンツサーバのプロバイダ承認サービスと第２の通信セッシ
ョンを開始することであって、前記第２の通信セッションは、前記媒体デバイスが、前記
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承認コードを用いて前記プロバイダ承認サービスからトークンを取得することを含み、前
記コンテンツサーバは、映像コンテンツ及び音声コンテンツのうちの少なくとも一方を含
むコンテンツのサービスを提供するように構成され、前記媒体デバイスは、提供されるサ
ービスに係る前記コンテンツを利用するように構成され、前記モバイルデバイスと前記媒
体デバイスとは、通信ネットワークにおけるエンドユーザデバイスである、第２の通信セ
ッションを開始することと、
　前記媒体デバイスが、前記コンテンツサーバと第３の通信セッションを開始することで
あって、前記第３の通信セッションは、前記トークンを利用して、前記媒体デバイスが、
前記コンテンツサーバからコンテンツを取得することを含む、第３の通信セッションを開
始することと、
　前記媒体デバイスが、前記第３の通信セッションがアクティブである間に前記トークン
の期限が切れた場合に、前記トークンの期限切れに応答して前記トークンを更新すること
を試みることと、
　前記トークンの期限が切れ、前記第３の通信セッションがもはやアクティブではなくな
っている場合、前記トークンは期限が切れたままであり、前記媒体デバイスは、そのトー
クンを、前記コンテンツサーバからコンテンツを取得するために将来の通信セッション中
に用いることができず、前記トークンへのアクセスは、前記モバイルデバイスがオフライ
ンである場合、自動的に終了され、該終了することは、前記媒体デバイスが、前記モバイ
ルデバイスがもはや前記媒体デバイスの前記所定の範囲内において検出されない場合、ま
たは、前記モバイルデバイスと前記媒体デバイスとの間の接続が終了された場合、前記ト
ークンへのアクセスを自動的に終了することを含むことと、
　前記媒体デバイスが、前記トークンを更新することの試みを何回か失敗した後、前記第
３の通信セッションを自動的に終了することと、を行わせる命令を含む、非一時的コンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記命令はさらに、前記コンピューティングデバイスに、
　所定の時間量の後、前記第３の通信セッションを終了させる、請求項１２に記載の非一
時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記命令はさらに、前記コンピューティングデバイスに、
　前記コンピューティングデバイスが前記モバイルデバイスから前記第３の通信セッショ
ンを終了する特定の要求を受信した後、前記第３の通信セッションを終了させる、請求項
１２または１３に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、「ＩＮＤＥＮＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　ＤＥＬＥＧＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＤＥ
ＶＩＣＥＳ」と題する２０１３年３月１３日に出願された米国特許非仮出願第１３／８０
１，１４３号に対する優先権を主張し、かつその継続出願であり、開示全体が参照により
本明細書に組み込まれる。
【０００２】
技術分野
　本開示は、概して、メディアプレーヤとモバイルデバイスとの間の対話に関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンテンツプロバイダのアプリケーションがメディアプレーヤまたは他のデバイス上で
動作しているとき、コンテンツプロバイダのアプリケーションは、アクセスおよび権利が
適切に施行されていること、ならびにインプレッションを利用した再生の場合には、正し
いインプレッションが正しいユーザに対してカウントされていることを確実にするために
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、正しいユーザ証明を使用する必要がある。
【０００４】
　第２のスクリーンに基づく対話では、第１のスクリーンは、コンテンツを再生するため
に使用されるが、第２のスクリーンは、そのコンテンツを発見および制御するために使用
される。多くの第２のスクリーンに基づく対話経験に関する１つの問題は、コントローラ
およびプレーヤデバイスなどの第１および第２のデバイスの両方に同じ身元の使用を強い
るために、第２のスクリーン上の制御デバイスと第１のスクリーンプレーヤとの間に明示
的ペアリングがあることである。この状況は、別個のウェブブラウザを有するコンピュー
タにペアリングコードを入力することなど、さらに別のデバイスを通常伴うか、または両
デバイスに全く同じ証明を入力するために別の周辺デバイスの使用を必要とする、ペアリ
ング動作にユーザが対処しなければならないという、制限されかつ煩雑な経験をユーザに
提示する。これはまた、どのユーザーの第２のスクリーンデバイスが使用されているかを
問わず、供給されたアカウントのみが第１のスクリーン上で使用され得るという意味で、
ユーザ経験を制限し、このことが、テレビを制御し映像を共有する社会的側面を複雑なプ
ロセスにしている。
【発明の概要】
【０００５】
　テレビおよびモバイルデバイス等の第１のデバイスが通信する。モバイルデバイスは、
コンテンツサーバから認証を取得するための仲介としての役割を果たす。第１のデバイス
は、この認証を使用して、コンテンツサーバからコンテンツ（例えば、映画）を出力する
。認証の期限が切れたとき、例えば、モバイルデバイスのユーザがモバイルデバイスを範
囲外に移動させる場合、システムは、認証を更新することを試みることができ、その更新
の試みが失敗した場合、システムは、コンテンツへのアクセスを終了する。
【０００６】
　１つの一般的な態様では、第１の通信セッションは、媒体デバイスとモバイルデバイス
との間で行われる。第１の通信セッションは、モバイルデバイスから承認コードを要求す
ることと、モバイルデバイスから承認コードを受信することとを含む。モバイルデバイス
は、コンテンツサーバから認証を取得するための仲介としての役割を果たす。モバイルデ
バイスは、コンテンツサーバのプロバイダ承認サービスと第２の通信セッションを開始す
る。第２の通信セッションは、承認コードを用いてプロバイダ承認サービスからトークン
を取得することを含む。媒体デバイスは、コンテンツサーバと第３の通信セッションを開
始する。第３の通信セッションは、トークンを利用して、コンテンツサーバからコンテン
ツを取得することを含む。システムは、トークンの期限切れに応答してトークンを更新す
ることを自動的に試みる。
【０００７】
　この態様の他の実装形態は、コンピュータストレージデバイス上で符号化した本方法の
動作を実施するように構成された対応するシステム、装置、およびコンピュータプログラ
ムを含む。
【０００８】
　別の一般的な態様では、システムは、媒体デバイスとモバイルデバイスとの間の第１の
通信セッションを行うための手段であって、第１の通信セッションが、モバイルデバイス
から承認コードを要求することと、モバイルデバイスから承認コードを受信することとを
含み、モバイルデバイスが、コンテンツサーバから認証を取得するための仲介としての役
割を果たす、手段を含む。本システムは、コンテンツサーバのプロバイダ承認サービスと
第２の通信セッションを開始するための手段であって、第２の通信セッションが、承認コ
ードを用いてプロバイダ承認サービスからトークンを取得することを含む、手段を含む。
本システムは、コンテンツサーバと第３の通信セッションを開始するための手段であって
、第３の通信セッションが、トークンを利用して、コンテンツサーバからコンテンツを取
得することを含む、手段を含む。本システムは、トークンの期限切れに応答してトークン
を更新することを自動的に試みるための手段を含む。
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【０００９】
　本明細書に記載される主題の実装形態のうちの１つ以上は、以下の利点のうちの１つ以
上を提供してもよい。ユーザは、対話の両側で証明の使用を施行するために任意の拘束力
のある動作または登録動作を明示的に実施する必要がない場合があり、ユーザの正常なフ
ローは中断されない。さらに、アドホック身元ペアリングは、複雑なアンペアリングおよ
びペアリングプロセスを経験することなく、複数のユーザが彼らの身元をデバイスに委任
することを可能にし、いくつかの場合では、複数の身元が同時に使用されることを可能に
する。複雑な認証論理が必要とされない場合、デバイスのアプリケーションの開発はより
単純である。各セッションで辿られ得る特定の承認または購入フローがあり、これは、モ
バイルデバイス上ですべて可能である。対話は、例えば、メディアプレーヤがログインま
たは他の入力を受信するための容易にアクセス可能なユーザインターフェースを有しない
場合には、モバイルデバイスのユーザインターフェース上で容易に起こり得る。
【００１０】
　１つ以上の実装形態の詳細は、添付の図面および下記の説明に記載される。この説明お
よび図面ならび特許請求の範囲から他の特徴が明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】識別委任を提供するために使用され得るシステムのブロック図である。
【００１２】
【図２】識別委任を提供するために使用され得るシステムのブロック図である。
【００１３】
【図３】識別委任を実装するシステムの一例を図解するシーケンス図である。
【００１４】
【図４】識別委任を提供するためのプロセスのフローチャートである。
【００１５】
【図５】識別委任を承認するためのプロセスのフローチャートである。
【００１６】
【図６】識別委任の一実装形態を図解するプロセスのフローチャートである。
【００１７】
【図７】本明細書に記載される技術を実装するために使用され得るコンピューティングデ
バイスおよびモバイルコンピューティングデバイスの一例を図解する。
【００１８】
　様々な図面における同様の参照符号は、同様の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、識別委任を提供するために使用され得るシステムのブロック図である。システ
ム１００は、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂと、デバイス１３０と、コンテン
ツサーバ１４０と、プロバイダ承認サービス１５０とを含むことができ、これらは、少な
くとも１つのネットワーク１２０を通じて相互接続される。
【００２０】
　モバイルデバイス１１０Ａまたは１１０Ｂは、コンピュータ、スマートフォン、ラップ
トップ、またはユーザインターフェースを実行し、ソフトウェアアプリケーションをダウ
ンロードおよび実行し、かつデバイス１３０、コンテンツサーバ１４０、およびプロバイ
ダ承認サービス１５０と通信する類似のデバイスであり得る。モバイルデバイスの様々な
例は、図７に関して下記により詳細に記載される。ネットワーク１２０は、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）もしくは広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ＷＩＦＩネットワーク
、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨネットワーク、または他のネットワークなど、単一ネットワークま
たは任意のタイプのコンピュータネットワークの組み合わせであり得る。加えて、ネット
ワーク１２０は、公衆ネットワーク（例えば、インターネット）およびプライベートネッ
トワークの組み合わせであり得る。
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【００２１】
　デバイス１３０は、テレビ等のコンピューティングデバイス、またはスピーカ等の他の
メディアプレーヤである。様々な実装形態では、コンピューティングデバイスは、表示画
面を含むが、いくつかの実装形態では、デバイス１３０は、グラフィカルユーザインター
フェース（例えば、表示領域）もしくは他のユーザインターフェースの入力特徴、または
テキストのユーザ入力を含まない場合がある（例えば、デバイス１３０は、音楽を再生す
るスピーカであり得る）。デバイス１３０は、ソフトウェアを実行し、モバイルデバイス
１１０Ａ、１１０Ｂ、コンテンツサーバ１４０、プロバイダ承認サービス１５０、および
ＩＤ委任サーバ１６０と通信することができる。デバイスの様々な例が図７に関してより
詳細に記載される。コンテンツサーバ１４０は、映画、音楽、写真、またはネットワーク
１２０上の他のデータもしくは情報を含む、音声または視覚コンテンツ等のコンテンツを
提供するために、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂならびにデバイス１３０と通
信するコンピュータまたは類似のデバイスである。単に図解の例として、コンテンツサー
バ１４０は、ＰＡＮＤＯＲＡ等のサービスを用いて、ネットワーク１２０を介してストリ
ーミング音楽を提供してもよく、またはＮＥＴＦＬＩＸ等のサービスを用いてストリーミ
ング映像を提供してもよい。プロバイダ承認サービス１５０は、コンテンツサーバ１４０
に対する識別有効性確認サービスを提供するコンピュータであり得る。
【００２２】
　図１に示される構成では、いくつかの実装形態では、テレビ、スピーカ、または他のメ
ディアプレーヤであり得るデバイス１３０は任意に、例えば、ＩＰアドレス、信号、また
は他の情報を提供することによって、プロバイダ承認サービス１５０に対してそれ自体の
身元を明かすことができる。同様に、モバイルデバイス１１０Ａまたは１１０Ｂもまた、
プロバイダ承認サービス１５０に対してそれ自体の身元を明かすことができる。
【００２３】
　デバイス１３０は、図２に関して下記により詳細に記載されるように、ネットワーク１
２０上で様々な識別信号を定期的または連続的にブロードキャストすることができる。い
くつかの実装形態では、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂは、例えば、それらが
デバイス１３０の所定の範囲内に来るとき、信号を検出することができる。いくつかの実
装形態では、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂは、デバイス１３０に関してＩＤ
委任サーバ１６０からの情報（例えば、位置データ）を受信することができる。承認に対
する要求に応答して、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂは、例えば、プロバイダ
承認サービス１５０を用いて、デバイス１３０がモバイルデバイスと関連付けられるユー
ザのアカウント（例えば、ＰＡＮＤＯＲＡのアカウント）を使用するために、デバイス１
３０に承認を提供することができる。デバイス１３０は、ユーザアカウントを利用して、
例えば、デバイス１３０を介してサービス（例として、ＰＡＮＤＯＲＡ）から音楽を再生
するデータを取得または提供することができる。データは、コンテンツサーバ１４０など
、ユーザの認証証明を要求し得る１つ以上のサーバによって提供され得る。いくつかの実
装形態では、モバイルデバイスは、モバイルデバイスへのユーザ入力に基づいてデバイス
１３０に承認を提供することができる。
【００２４】
　任意の数の代替または追加のサーバ、サービス、モバイルデバイス、もしくはデバイス
がシステム１００に含まれ得ることが理解されるであろう。２つのモバイルデバイス１１
０Ａおよび１１０Ｂ、１つのデバイス１３０、１つのコンテンツサーバ１４０、ならびに
１つのプロバイダ承認サービス１５０の使用は、単に図解のためである。別の例として、
いくつかの実装形態では、コンテンツサーバ１４０およびプロバイダ承認サービス１５０
は、単一のコンピュータもしくはサーバに組み合わせられてもよく、または互いに直接接
続されてもよい。
【００２５】
　一例として、図１に示されるシステムは、Ａｎｄｙが彼のスマートフォンまたはラップ
トップを使用して、彼の友人のＢｏｂの家のＢｏｂのテレビで映画または音楽を再生する
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映像または音楽アカウントにアクセスすることを可能にし得る。一例では、Ａｎｄｙが彼
の電話を使用して、ＡｎｄｙおよびＢｏｂがＢｏｂの家でＢｏｂと映画を観るのに役立つ
が、その後Ａｎｄｙがその家を出て、彼の電話を持って行く場合、図１に示されるシステ
ムは、Ａｎｄｙの電話がもはやＢｏｂのテレビにアクセスしていないと決定することがで
き、それ故に、未承認ユーザ（例えば、Ｂｏｂの家にいる他の人々）がＡｎｄｙのアカウ
ントを用いて映画を観るためにＡｎｄｙのアカウントにもはやアクセスすることができな
いように映画セッションを終了することができる。
【００２６】
　図２は、識別委任を提供するために使用され得るシステムのブロック図である。図２に
示されるように、モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂは、アプリケーション２１０
Ａおよび２１０Ｂを含む。図解の例として、アプリケーション２１０Ａは、音楽ストリー
ミングアプリケーションであってもよく、アプリケーション１１０Ｂは、映像ストリーミ
ングアプリケーションであってもよい。アプリケーション２１０Ａは、音楽を聴くために
ログインまたは他のユーザアカウント証明を入力することをユーザに要求することができ
る。
【００２７】
　デバイス１３０は、任意の種類のメディアプレーヤであってもよく、アプリケーション
２３０を含んでもよい。アプリケーション２３０は、ウェブサイトまたはオンラインスト
アからダウンロードされたアプリケーションであってもよく、これは、ユーザが音声また
は映像コンテンツ等のコンテンツ（ストリーミング音楽もしくは映画またはゲーム等）に
アクセスするために実装することができる。
【００２８】
　コンテンツサーバ１４０は、データストア２６０と、アカウントデータ２７０とを含む
ことができる。データストア２６０は、ユーザに提供されたコンテンツ（例えば、音楽ま
たは映画）など、様々なタイプのデータを含むことができる。このようなコンテンツは、
例えば、ユーザレビュー、評価、または選好に基づいて継続的に更新されてもよい。ある
いはまたは加えて、このようなコンテンツは、１つ以上のサーバ（図示せず）上に遠隔で
記憶され得る。アカウントデータ２７０は、ログインまたは他のアクセス証明などのユー
ザアカウントデータを含む。いくつかの実装形態では、アカウントデータ２７０のうちの
いくつかまたはすべては、データストア２６０に含まれてもよく、またはリモートもしく
は周辺ストレージ（図示せず）内に位置してもよい。
【００２９】
　プロバイダ承認サービス１５０は、データストア２８０と、承認者２９０とを含むこと
ができる。データストア２８０は、無作為化され得る様々なトークンを含むことができる
。承認者２９０は、図３に関して下記により詳細に記載されるように、モバイルデバイス
および他のデバイスからの要求を受信し、かつこの要求に応答して、承認コードまたはト
ークンを提供するように動作することができる。例えば、プロバイダ承認サービス１５０
は、ユーザ承認コードの有効性を確認し、承認コードを一時的トークンと交換することが
でき、これは、デバイス１３０がコンテンツサーバ１４０から映像データを要求するため
に使用することができる。
【００３０】
　システム２００は、モバイルデバイス、デバイス、サーバ、データストレージなどの任
意の数の組み合わせを実装することができ、図２に示されるデバイスおよびサーバの特定
の描写は、単に図解のためであり、修正されてもよい。例えば、コンテンツサーバ１４０
は、２つ以上のデータストア２６０を使用することができ、アカウントデータ２７０は、
別のサーバで遠隔に記憶され得る。別の例として、プロバイダ承認サービス１５０および
コンテンツサーバ１４０は、単一のサーバ内に組み合わせられ得る。
【００３１】
　図３は、識別委任を実装するシステムの一例を図解するシーケンス図である。システム
は、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０と、メディアアプリケーシ
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ョン３２０と、プロバイダ承認サービス３３０と、コンテンツサーバ３４０とを含むこと
ができる。モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０は、ラップトップま
たは他のモバイルデバイス上の映像ストリーミングアプリケーションであってもよい。様
々な実装形態では、このアプリケーションは、サービスもしくはコンテンツプロバイダの
ウェブサイトまたはモバイルアプリケーションストアからダウンロードされてもよい。
【００３２】
　メディアアプリケーション３２０は、テレビ等のメディア受信器デバイス、またはＸＢ
ＯＸ等のゲーミングデバイス上で動作するメディアプレーヤアプリケーションであっても
よく、これは、映像ストリーミングデータサービスと対話することができる。図解される
実施形態では、システムの構成要素（例えば、モバイルスクリーンコントローラアプリケ
ーション３１０、メディアアプリケーション）の各々と関連付けられた黒線は、少なくと
も１つのマイクロプロセッサによって、その構成要素と関連付けられたプロセスの実行を
表す。図解される実装形態では、図３は、映像データに対する要求の識別委任および処理
を示す。
【００３３】
　一実装形態では、動作３４２は、映像データ要求がメディアアプリケーション３２０か
らコンテンツサーバ３４０に発行されることを図解する。動作３４４は、映像データ要求
がコンテンツサーバ３４０によって拒否されることを図解し、これは、例えば、要求にト
ークンまたは他の認証要素がないために生じ得る。このような例では、コンテンツサーバ
３４０は、メディアアプリケーション３２０にメッセージを送信することができ、シーケ
ンスは、動作３５２を継続するか、またはいくつかの実装形態では、シーケンスは、動作
３５６に直接進むことができる。
【００３４】
　一実装形態では、動作３５２は、コンテンツ要求がメディアアプリケーション３２０か
らプロバイダ承認サービス３３０に発行されることを図解する。このような要求は、サー
ビスまたはコンテンツプロバイダのウェブサイトからメディアアプリケーション３２０上
にダウンロードされた（例えば、その上にインストールされた）アプリケーションによっ
て送信され得る。
【００３５】
　動作３５４は、プロバイダ承認サービス３３０がメディアアプリケーション３２０に、
承認がコンテンツ要求またはセッションを進めるために要求されることを通知することを
図解する。この通知に応答して、動作３５６によって図解されるように、メディアアプリ
ケーション３２０は、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０に、それ
がプロバイダ承認サービス３３０にリダイレクトすることを要求する。動作３５８が図解
するように、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０は、プロバイダ承
認サービス３３０への要求を有する承認コードを要求する（例えば、ｃｌｉｅｎｔ＿ＩＤ
を送信することによる）。
【００３６】
　動作３６０は、プロバイダ承認サービス３３０がこの承認コードをモバイルスクリーン
コントローラアプリケーション３１０に提供することを図解する。様々な実装形態では、
動作３６０は、複数のステップ（図示せず）を含むことができ、例えば、コンテンツプロ
バイダおよびモバイルプラットフォームに基づいて異なり得る。
【００３７】
　動作３６２は、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０がコンテンツ
識別（ｃｏｎｔｅｎｔＩＤ）および承認コード（ａｕｔｈＣｏｄｅ）をロードすることが
できる。
【００３８】
　様々な実装形態では、動作３６４、３６５、および３６６は任意である。例えば、上記
に論述される承認コードは、動作３６４、３６５、および３６６に関して下記に記載され
るトークンに相当し（かつ代わりに使用され）得る。動作３６４は、メディアアプリケー
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ション３２０がａｕｔｈＣｏｄｅをプロバイダ承認サービス３３０からのトークンと交換
することを図解する。いくつかの実装形態では、ブロック３６５は、プロバイダ承認サー
ビス３３０がａｕｔｈＣｏｄｅを用いてユーザの有効性を確認するまたはユーザを認証す
るために、任意の承認ステップを実装することができる。例えば、プロバイダ承認サービ
ス３３０は、承認コードをデータベースと比較するか、または承認コードが有効であるこ
とを確実にするために、承認コードを用いて任意の有効性確認プロセスを実施することが
できる。
【００３９】
　動作３６６は、プロバイダ承認サービス３３０がメディアアプリケーションへのトーク
ン応答を提供することを図解する。動作３６８は、メディアアプリケーション３２０がト
ークンを有する映像データ要求をコンテンツサーバ３４０に送信することを図解する。い
くつかの実装形態では、コンテンツサーバ３４０は、このトークンをプロバイダ承認サー
ビス３３０で承認することができる。動作３７０は、コンテンツサーバ３４０が次に、正
常な応答をこのような映像データ要求に提供することを図解する。あるいはまたは加えて
、映像データ応答はまた、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０に提
供され得る。
【００４０】
　いくつかの実装形態では、動作３７２によって図解されるように、トークンは、例えば
、所定の時間後、またはいくつかの実装形態では、モバイルスクリーンコントローラアプ
リケーション３１０が利用不可である（例えば、オフラインであり、メディアアプリケー
ション３２０の所定の範囲外であり、スリープモードであるなど）ことをプロバイダ承認
サービス３３０が検出した後、期限が切れ得る。このような実装形態では、トークンの期
限が切れた後、メディアアプリケーション３２０は、例えば、コンテンツサーバ３４０か
ら他の映像コンテンツにアクセスする、トークンと関連付けられたアカウントをもはや使
用することができない。いくつかの実装形態では、モバイルスクリーンコントローラアプ
リケーション３１０への別の往復が生じ得る（図示せず）。モバイルスクリーンコントロ
ーラアプリケーション３１０は今度は、ステップ３５８のように承認サービス３３０に要
求を送信してもよく（図示せず）、またはシーケンスは、動作３６２等の動作に進んでも
よい。
【００４１】
　動作３７４によって図解されるように、メディアアプリケーション３２０はそれにより
、例えば、承認コード（動作３６２等の別の動作を介してモバイルスクリーンコントロー
ラアプリケーション３１０から取得され得る）を取得するプロセスを用いて、トークンの
更新（自動であり得る）を実装することができる。動作３７６は、プロバイダ承認サービ
スからのトークン応答を図解する。このような実装形態では、シーケンスは、トークンを
用いる映像データ要求で動作３６８に戻って継続することができる。
【００４２】
　様々な実装形態では、モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０はまた
、例えば、コンテンツサーバ３４０上にコンテンツを提供するアカウントへのメディアア
プリケーション３２０によるアクセスを終了することなど、トークンまたはセッションへ
のメディアアプリケーション３２０のアクセスを終了することができる。
【００４３】
　図４は、識別委任を提供するためのプロセスのフローチャートである。図４に図解され
るプロセスは、コンピューティングデバイス、例えば、図３に示されるメディアアプリケ
ーション３２０、または図１に示されるデバイス１３０によって少なくとも一部実施され
得る。図４に示されるように、デバイスは、モバイルデバイスから承認コードを要求する
ことができる（４１０）。デバイスは、モバイルデバイスから承認コードを受信すること
ができる（４２０）。承認コードを受信した後、デバイスは、承認コードを用いてトーク
ンを（例えば、安全に）取得することができる（４３０）。トークンは、所定の時間後、
またはモバイルデバイスが所定の範囲を出た後、期限が切れる一時的トークンであり得る
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。デバイスは、図３に示されるプロバイダ承認サービス３３０など、プロバイダ承認サー
ビスからトークンを取得することができる。
【００４４】
　デバイスは、トークンを利用して、コンテンツサーバからコンテンツを取得するために
デバイスとコンテンツサーバとの間で（例えば、直接に）通信することができる（４３０
）。例えば、デバイスは、例として、トークンの期限が切れるまで（トークンが更新され
得る時点で、図３に関して上記に記載されるように）、またはモバイルデバイスが利用不
可である（例えば、電源を切られ、オフラインモード、スリープモードに入れられるなど
）まで、トークンを用いて映像を流すことができる。
【００４５】
　図５は、識別委任を承認するためのプロセスのフローチャートである。図５に図解され
るプロセスは、コンピューティングシステムもしくはデバイス、例えば、図１に示される
モバイルデバイス１１０Ａおよび１１０Ｂ、または図３に関して上記に記載されるような
モバイルスクリーンコントローラアプリケーション３１０を実行するプロセッサによって
少なくとも一部実施され得る。図５に示されるように、システムは、デバイスからサービ
スにアクセスする承認に対する要求を受信することができる（５１０）。デバイスは、映
画サービスにアクセスすることを試みているテレビであってもよい。システムは、このサ
ービスへのアクセスが承認を必要とすることを決定することができる（５２０）。例えば
、システムは、映画サービスから承認が映画にアクセスすることを要求されるメッセージ
を受信することができる。この決定に応答して、システムは、プロバイダ承認サービスか
ら承認コードを要求することができる（５３０）。システムは、承認コード（５４０）を
受信することができ、承認コードを受信することに応答して、システムは、承認コードを
デバイスに提供することができる（５５０）。
【００４６】
　図６は、識別委任の一実装形態を図解するプロセスのフローチャートである。図６に示
されるプロセスは、図１および２に示されるデバイス１３０等のコンピュータシステムに
よって少なくとも一部実施され得る。システムは、モバイルデバイスと第１の通信セッシ
ョンを行うことができる（６１０）。第１の通信セッションより前に、モバイルデバイス
は、システムと通信を開始してもよく、モバイルデバイスとシステムとの間のハンドシェ
イクが生じ得る。モバイルデバイスは、図１に示されるモバイルデバイス１１０Ａおよび
１１０Ｂ等の任意のコンピュータデバイスであり得る。いくつかの実装形態では、システ
ムは、モバイルデバイスがシステムの所定の範囲内であると決定する時点で、第１の通信
セッションを開始することができる。いくつかの実装形態では、システムは、リモートサ
ーバからモバイルデバイスがシステムの所定の範囲内である通知を受信することができる
。リモートサーバは、ＧＰＳ、ＷＩＦＩ、または他の信号に基づいてモバイルデバイスを
検出することができる。システムは、モバイルデバイスから承認コードを要求し（６２０
）、この要求に応答してモバイルデバイスから承認コードを受信することができる（６３
０）。いくつかの実装形態では、システムは、承認コードを使用して、コンテンツサーバ
と直接通信することができる。
【００４７】
　いくつかの実装形態では、システムは、承認コードを受信することに応答して、コンテ
ンツサーバのプロバイダ承認サービスと第２の通信セッションを自動的に開始することが
できる（６４０）。プロバイダ承認サービスは、例えば、図１および２に示されるプロバ
イダ承認サービス１５０、または図３に示されるプロバイダ承認サービス３３０であり得
る。第２の通信セッション中、システムは、承認コードを用いてプロバイダ承認サービス
からトークンを（例えば、安全に）取得することができる（６５０）。システムがいかに
トークンを取得するかの例は、図３に関して上記に記載される。
　システムは、例えば、トークンを受信することに応答して、コンテンツサーバと第３の
通信セッションを開始することができる（６６０）。システムは、トークンを利用して、
コンテンツサーバからコンテンツを取得することができる（６７０）。コンテンツの例と
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しては、映像または音声等のストリーミングメディアが挙げられる。システムは、それが
トークンの期限切れの変化を検出するかを決定することができる（６８０）。そうでない
なら（６８０、いいえ）、システムは、トークンを利用し続けて、コンテンツサーバから
コンテンツを取得することができる。システムがトークンの期限切れを検出した場合（６
８０、はい）、システムは、トークンを更新することを試みることができる（例えば、図
３に関して上記に記載されるように自動的に、システムは、モバイルデバイスと通信して
、新しいトークンの取得、または既存のトークンの更新を開始することができ、モバイル
デバイスに応答して、承認サービスと通信することができるか、またはモバイルデバイス
は、トークンを直接更新することができる）。あるいはまたは加えて、システムは、例え
ば、トークンに対する自動更新プロセスが失敗する場合、第３の通信セッションを終了す
ることができる（６９０）。例えば、ユーザが友人と映画を観ていたが、ユーザがその家
を出て、彼の電話を持って行く場合、システムは、モバイルデバイスがもはやシステムの
１００フィート以内ではないと決定することができ、それ故に、未承認ユーザ（例えば、
家にいる他の人々）が映画を観るためにユーザのアカウントにもはやアクセスすることが
できないように、例えば、トークンの期限切れによって第３の通信セッションを終了する
ことができる。様々な代替または追加の実装形態では、システムは、トークンの期限切れ
を用いる様々な状況、例えば、所定の時間量（例えば、数分、数時間）後、セッションを
終了するユーザ要求に応答して（例えば、モバイルデバイスまたは別のデバイスを介して
）、ユーザがシステムもしくはモバイルデバイスを手動で停止するとき、またはシステム
がシステムもしくは他のコンテンツへのアクセスを要求しているシステムの所定の範囲内
で別のモバイルデバイスを検出するとき、第３の通信セッションを終了することができる
。
【００４８】
　図７は、本明細書に記載される技術を実装するために使用され得るコンピューティング
デバイスおよびモバイルコンピューティングデバイスの一例を図解する。コンピューティ
ングデバイス７００は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端
末、サーバ、ブレードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータなど、様
々な形態のデジタルコンピュータを表すことを意図する。コンピューティングデバイス７
５０は、携帯情報端末、携帯電話、スマートフォン、および他の類似のコンピューティン
グデバイスなど、様々な形態のモバイルデバイスを表すことを意図する。ここに示される
構成要素、それらの接続および関係、ならびにそれらの機能は、単に例示であることを意
味し、本文書に記載され、および／または特許請求される本発明の実装形態を限定するこ
とを意図しない。
【００４９】
　コンピューティングデバイス７００は、プロセッサ７０２と、メモリ７０４と、ストレ
ージデバイス７０６と、メモリ７０４および高速拡張ポート７１０に接続する高速インタ
ーフェース７０８と、低速バス７１４およびストレージデバイス７０６に接続する低速イ
ンターフェース７１２とを含む。構成要素７０２、７０４、７０６、７０８、７１０、お
よび７１２の各々は、様々なバスを用いて相互接続され、共通のマザーボード上に、また
は必要に応じて他の様式でマウントされ得る。プロセッサ７０２は、高速インターフェー
ス７０８に連結されたディスプレイ７１６など、外部入力／出力デバイス上にＧＵＩのた
めのグラフィック情報を表示するためにメモリ７０４内またはストレージデバイス７０６
上に記憶された命令を含む、コンピューティングデバイス７００内の実行のための命令を
処理することができる。他の実装形態では、複数のプロセッサおよび／または複数のバス
は、必要に応じて、複数のメモリおよび複数のタイプのメモリとともに使用され得る。ま
た、複数のコンピューティングデバイスは、各デバイスが必要な動作の部分（例えば、サ
ーババンク、ブレードサーバの一群、またはマルチプロセッサシステム）を提供して接続
され得る。
【００５０】
　メモリ７０４は、コンピューティングデバイス７００内の情報を記憶する。一実装形態
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では、メモリ７０４は、１つの揮発性メモリユニットまたは複数のユニットである。別の
実装形態では、メモリ７０４は、１つの不揮発性メモリユニットまたは複数のユニットで
ある。いくつかの実装形態では、メモリは、例えば、図３に関して上記に記載されるよう
に、揮発性メモリユニットと不揮発性メモリユニットとの組み合わせを含む。メモリ７０
４はまた、磁気または光ディスクなど、別の形態のコンピュータ可読媒体であり得る。
【００５１】
　ストレージデバイス７０６は、コンピューティングデバイス７００にマスストレージを
提供することができる。一実装形態では、ストレージデバイス７０６は、フロッピーディ
スクデバイス、ハードディスクデバイス、光ディスクデバイス、もしくはテープデバイス
、フラッシュメモリもしくは他の類似のソリッドステートメモリデバイス、またはストレ
ージエリアネットワークもしくは他の構成内のデバイスを含む多くのデバイスなどのコン
ピュータ可読媒体であるか、またはそれを含むことができる。コンピュータプログラム製
品は、情報担体に明白に具現化され得る。コンピュータプログラム製品はまた、実行され
るとき、上記に記載されるものなど、１つ以上の方法を実施する命令を含むことができる
。情報担体は、メモリ７０４、ストレージデバイス７０６、またはプロセッサ７０２上の
メモリなどのコンピュータまたは機械可読媒体である。
【００５２】
　高速コントローラ７０８は、コンピューティングデバイス７００のための帯域幅集約型
動作を管理するが、低速コントローラ７１２は、より低い帯域幅集約型動作を管理する。
このような機能の割り当ては、単に例示である。一実装形態では、高速コントローラ７０
８は、メモリ７０４、ディスプレイ７１６（例えば、グラフィックプロセッサまたはアク
セラレータを通じて）、および高速拡張ポート７１０に連結され、これは、様々な拡張カ
ード（図示せず）を受容することができる。本実装形態では、低速コントローラ７１２は
、ストレージデバイス７０６および低速拡張ポート７１４に連結される。様々な通信ポー
ト（例えば、ＵＳＢ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、ＥＴＨＥＲＮＥＴ、無線ＥＴＨＥＲＮＥＴ）
を含み得る低速拡張ポートは、キーボード、ポインティングデバイス、スキャナ等の１つ
以上の入力／出力デバイス、または、例えばネットワークアダプタを介するスイッチもし
くはルータ等のネットワークデバイスに連結され得る。
【００５３】
　コンピューティングデバイス７００は、図に示されるように、いくつかの異なる形態で
実装され得る。例えば、これは、標準サーバ７２０として、またはこのようなサーバの一
群で複数回、実装され得る。これはまた、ラックサーバシステム７２４の一部として実装
され得る。加えて、これは、ラップトップコンピュータ７２２等のパーソナルコンピュー
タに実装され得る。あるいは、コンピューティングデバイス７００からの構成要素は、デ
バイス７５０などのモバイルデバイス（図示せず）内の他の構成要素と組み合わせられ得
る。このようなデバイスの各々は、コンピューティングデバイス７００、７５０のうちの
１つ以上を含むことができ、システム全体が互いに通信する複数のコンピューティングデ
バイスで構成され得る。
【００５４】
　コンピューティングデバイス７５０は、他の構成要素の中でも、プロセッサ７５２と、
メモリ７６４と、ディスプレイ７５４等の入力／出力デバイスと、通信インターフェース
７６６と、送受信器７６８とを含む。デバイス７５０には、追加のストレージを提供する
ためにマイクロドライブまたは他のデバイスなどのストレージデバイスも提供され得る。
構成要素７５０、７５２、７６４、７５４、７６６、および７６８の各々は、様々なバス
を用いて相互接続され、構成要素のうちのいくつかが共通のマザーボード上、または必要
に応じて他の様式でマウントされ得る。
【００５５】
　プロセッサ７５２は、メモリ７６４内に記憶された命令を含む、コンピューティングデ
バイス７５０内の命令を実行することができる。プロセッサは、別個および複数のアナロ
グプロセッサおよびデジタルプロセッサを含むチップのチップセットとして実装され得る



(14) JP 6096979 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

。プロセッサは、例えば、ユーザインターフェースの制御、デバイス７５０によって実行
されたアプリケーション、およびデバイス７５０による無線通信など、デバイス７５０の
他の構成要素の調整を提供することができる。
【００５６】
　プロセッサ７５２は、ディスプレイ７５４に連結された制御インターフェース７５８お
よび表示インターフェース７５６を通じてユーザと通信することができる。ディスプレイ
７５４は、例えば、ＴＦＴ　ＬＣＤ（薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ）もしくはＯＬ
ＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイ、または他の適切なディスプレイ技術であり得
る。表示インターフェース７５６は、グラフィックおよび他の情報をユーザに提示するた
めにディスプレイ７５４を駆動するための適切な回路を備えることができる。制御インタ
ーフェース７５８は、ユーザからコマンドを受信し、提示のためにそれらをプロセッサ７
５２に変換することができる。加えて、外部インターフェース７６２は、他のデバイスと
デバイス７５０の近隣区域の通信を可能にするようにプロセッサ７５２と通信して提供さ
れ得る。外部インターフェース７６２は、例えば、いくつかの実装形態において有線通信
を、または他の実装形態において無線通信を提供することができ、複数のインターフェー
スも使用され得る。
【００５７】
　メモリ７６４は、コンピューティングデバイス７５０内の情報を記憶する。メモリ７６
４は、１つのコンピュータ可読媒体もしくは複数の媒体、１つの揮発性メモリユニットも
しくは複数のユニット、または１つの不揮発性メモリユニットもしくは複数のユニットの
うちの１つ以上として実装され得る。増設メモリ７７４はまた、拡張インターフェース７
７２を通じてデバイス７５０に提供および接続されてもよく、これは、例えば、ＳＩＭＭ
（シングルインラインメモリモジュール）カードのインターフェースを含むことができる
。このような増設メモリ７７４は、デバイス７５０に余分なストレージを提供することが
できるか、またはデバイス７５０のためのアプリケーションもしくは他の情報を記憶する
こともできる。具体的には、増設メモリ７７４は、上記に記載されるプロセスを実施また
は補完する命令を含むことができ、安全な情報も含むことができる。したがって、例えば
、増設メモリ７７４は、デバイス７５０のためのセキュリティモジュールとして提供され
てもよく、デバイス７５０の安全な使用を許可する命令でプログラムされ得る。加えて、
安全なアプリケーションは、ハッキングできない様式でＳＩＭＭカード上に識別情報を配
置するなど、追加の情報とともにＳＩＭＭカードを介して提供され得る。
【００５８】
　メモリは、下記に論述されるように、例えば、フラッシュメモリおよび／またはＮＶＲ
ＡＭメモリを含むことができる。一実装形態では、コンピュータプログラム製品は、情報
担体に明白に具現化され得る。コンピュータプログラム製品はまた、実行されるとき、上
記に記載されるものなど、１つ以上の方法を実施する命令を含む。情報担体は、メモリ７
６４、増設メモリ７７４、またはプロセッサ７５２上のメモリなどのコンピュータまたは
機械可読媒体であり、これは、例えば、送受信器７６８または外部インターフェース７６
２上で受信され得る。
【００５９】
　デバイス７５０は、通信インターフェース７６６を通じて無線で通信することができ、
これは、必要に応じてデジタル信号処理回路を含むことができる。通信インターフェース
７６６は、ＧＳＭ、音声通話、ＳＭＳ、ＥＭＳ、もしくはＭＭＳメッセージング、ＣＤＭ
Ａ、ＴＤＭＡ、ＰＤＣ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、またはＧＰＲＳなど、様々なモ
ードまたはプロトコル下で通信を提供することができる。このような通信は、例えば、無
線周波送受信器７６８を通じて生じ得る。加えて、短距離通信は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、
ＷＩＦＩ、または他のこのような送受信器（図示せず）などを用いて生じ得る。加えて、
ＧＰＳ（全地球測位システム）受信器モジュール７７０は、追加のナビゲーションおよび
位置関連無線データをデバイス７５０に提供することができ、これは、デバイス７５０上
で動作するアプリケーションによって必要に応じて使用され得る。
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【００６０】
　デバイス７５０はまた、音声コーデック７６０を用いて可聴に通信することができ、こ
れは、ユーザからの発話情報を受信し、それを使用可能なデジタル情報に変換することが
できる。音声コーデック７６０は同様に、スピーカを通じて、例えば、デバイス７５０の
ハンドセットなどで、可聴音をユーザにもたらすことができる。このような音は、音声通
話からの音を含むことができ、録音された音（例えば、音声メッセージ、音楽ファイルな
ど）を含むことができ、かつデバイス７５０上で動作するアプリケーションによって生成
された音も含むことができる。
【００６１】
　コンピューティングデバイス７５０は、図に示されるように、いくつかの異なる形態で
実装され得る。例えば、これは、携帯電話７８０として実装され得る。これはまた、スマ
ートフォン７８２、携帯情報端末、または他の類似のモバイルデバイスの一部として実装
され得る。
【００６２】
　本明細書に記載されるシステムおよび技術の様々な実装形態は、デジタル電子回路、集
積回路、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハードウエ
ア、ファームウェア、ソフトウェア、および／またはこれらの組み合わせで実現され得る
。これらの様々な実装形態は、ストレージシステム、少なくとも１つの入力デバイス、お
よび少なくとも１つの出力デバイスからデータおよび命令を受信し、かつそれらにデータ
および命令を送信するように連結された特殊用途または汎用であり得る、少なくとも１つ
のプログラマブルプロセッサを含むプログラマブルシステム上で実行可能および／または
解釈可能である１つ以上のコンピュータプログラムにおける実装形態を含むことができる
。
【００６３】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーション、またはコードとしても知られる）は、プログラマブルプロセッサのための機械
命令を含み、高レベルの手続き型および／もしくはオブジェクト指向プログラミング言語
、ならびに／またはアセンブリ／機械言語で実装され得る。本明細書に使用されるとき、
用語「機械可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」は、機械可読信号として機械命令を受
信する機械可読媒体を含む、プログラマブルプロセッサに機械命令および／またはデータ
を提供するために使用される任意のコンピュータプログラム製品、装置、および／または
デバイス（例えば、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラマブル論理デバイス（
ＰＬＤ））を指す。用語「機械可読信号」は、機械命令および／またはデータをプログラ
マブルプロセッサに提供するために使用される任意の信号を指す。
【００６４】
　ユーザとの対話を提供するために、本明細書に記載されるシステムおよび技術は、ユー
ザ、ならびにユーザがコンピュータに入力を提供することができるキーボードおよびポイ
ンティングデバイス（例えばマウスまたはトラックボール）に情報を表示するための表示
デバイス（例えば、ＣＲＴ（陰極線管）またはＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタ）を有
するコンピュータ上で実装され得る。他の種類のデバイスが同様にユーザとの対話を提供
するために使用されてもよく、例えば、ユーザに提供されるフィードバックは、任意の形
態の感覚フィードバック（例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触
覚フィードバック）であってもよく、ユーザからの入力は、音響、音声、または触覚入力
を含む任意の形態で受信されてもよい。
【００６５】
　本明細書に記載されるシステムおよび技術は、バックエンド構成要素（例えば、データ
サーバとして）を含むか、ミドルウェア構成要素（例えば、アプリケーションサーバ）を
含むか、またはフロントエンド構成要素（例えば、ユーザが本明細書に記載されるシステ
ムおよび技術の実装形態と対話することができるグラフィカルユーザインターフェースま
たはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータ）を含むコンピューティングシス
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テム、またはこのようなバックエンド、ミドルウェア、またはフロントエンド構成要素の
任意の組み合わせで実装され得る。システムの構成要素は、任意の形態または媒体のデジ
タルデータ通信（例えば、通信ネットワーク）によって相互接続され得る。通信ネットワ
ークの例としては、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、広域ネットワーク（「
ＷＡＮ」）、およびインターネットが挙げられる。
【００６６】
　コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバ含むことができる。クライ
アントおよびサーバは概して、互いに離れ、典型的に通信ネットワークを通じて対話をす
る。クライアントとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータ上で動作し、かつ互いに
クライアント対サーバの関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【００６７】
　いくつかの実施形態を記載してきた。それにもかかわらず、本発明の趣旨および範囲か
ら逸脱することなく様々な修正が行われ得ることが理解されるであろう。
【００６８】
　加えて、図に描写される論理フローは、望ましい結果を達成するために図示される特定
の順序またはシーケンシャル順序を必要としない。加えて、他のステップが提供されても
よく、またはステップは、記載されるフローから除外されてもよく、他の構成要素が、記
載されるシステムに追加されるか、またはそれから削除されてもよい。したがって、他の
実施形態は、以下の特許請求の範囲の範囲内である。

【図１】 【図２】
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